
 
 

 

◎日 時：平成 28 年 11 月 24 日（木） 

13：30～15：00 （13：00 開場） 

◎テーマ： 

第一部「小規模宅地の特例について」 

◆相続税において自宅等の土地評価額が最大８割の評価減と
なる小規模宅地の特例についてご存じですか？ 

制度の概要・適用要件等について税理士より解説します。 

◆講師：青木税理士事務所 

所長 青木 伸夫 税理士 

 

第二部「自宅の有効活用について」 

◆最近では「老人ホームへ入居するので自宅に住まなくなる」、
「子供と同居でなくなり敷地を持て余している」といった 

ご相談も多くあります。 

売却以外の選択肢として、自宅を有効に活用してお子さまに

承継する方法について紹介します。 

◆講師：住友林業株式会社 

埼玉東支店 澁谷 秀幸 氏 

 
◎会 場：越谷市中央市民会館 4 階 13・14 会議室 

◎定 員：50 名 

 
 

 

 

 

 

 

 参加費無料・予約制 

※参加費無料・予約制です。ご予約・お問い合わせは、お電話または窓口にて承ります。 
※定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

※車でご来場の場合、駐車料金はお客さまのご負担となります。あらかじめご了承ください。 
 当店提携駐車場をご利用の場合、駐車サービス券をお渡しさせていただきます。 

【ご予約・お問い合わせ先】 

三井住友信託銀行 越谷支店  

住所：越谷市弥生町 14-22 

電話：0120－658－121（電話受付時間 9：00～17：00） 

     

550-16-003 

「自宅の相続について考える」セミナー 

主催 三井住友信託銀行 


